
○南陽市集団資源回収実施要綱
 （南陽市告示第１２号）
　（目的）
第１条　この要綱は、南陽市民が集団で自主的に実践する有価物回収（以下「集団資源回収」という。）の実施について必要な事項を定め、ごみの減量及び資源の有効利用等を図るとともに地域づくりに資することを目的とする。
　（定義）
第2条 この要綱において、次の用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

　（１）　実施団体　町内会、学校生徒会、ＰＴＡ、子供会、子供育成会、老人クラブ、婦人会等年間を通じて継続的に資源回収を行う団体

　（２）　回収業者　市内で実施団体から有価物を回収する者で、資源回収を業とするもの

　（実施団体の登録）
第３条　実施団体は、市に登録しなければならない。
２　前項の登録の申請は、年度ごとに市長が指定する南陽市集団資源回収実施団体登録申請書（様式第１号）により行うものとする。ただし、新規に登録する場合はその都度とする。
　（回収業者の登録）
第４条　回収業者は、市に登録しなければならない。
２　前項の登録の申請は、年度ごとに市長が指定する南陽市集団資源回収業者登録申請書（様式第２号）により行うものとする。ただし、新規に登録する場合はその都度とする。
　（回収業者の登録抹消）
第５条　市長は、回収業者が虚偽の申請その他不正行為を行った場合は、登録を抹消することができる。
２　前項の場合は、抹消した日から３年間回収業者の登録を申請することができない。
　（回収対象品目）
第６条　有価物として回収の対象とする品目は、次に掲げるものとする。

（1） 古紙類

（2） 布類

（3） 空きびん類

　（実施方法）
第７条　実施団体は、所定の集積所を定め、回収対象品目ごとに整理し、回収業者に引き渡すものとする。
２　回収業者は、前項の規定による引き渡しを受けたときは、当該実施団体に仕切書等回収量を明らかにする書面を発行するものとする。
　（奨励金の交付対象）
第８条　市長は、第２条に掲げる実施団体及び回収業者に対し、予算の範囲内において奨励金を交付するものとする。
　（奨励金の算出）
第９条　実施団体に対する奨励金の額は、年度の前期（４月から１１月まで）及び後期（１２月から３月まで）の各支払期ごとに［回収量割額（回収キログラムまたは回収本数×２円］により算出した額とする。
２　回収業者に対する奨励金は、第６条に掲げる各品目について前項に規定した各支払期における問屋買取市況相場により逆有償が認められる場合支払うものとし、その品目及び額は市民福祉部長が定める。
　　ただし、品目により実施団体からの有償買取りにより逆有償が生じた場合も奨励金を支払うものとする。
　（奨励金の交付申請及び実績報告）
第10条　奨励金の交付を受けようとする実施団体は、南陽市集団資源回収奨励金交付申請書兼請求書兼実績報告書（様式第３号）を各支払期の翌月末までに市長に提出することにより、各支払期分の奨励金の交付申請及び実績報告を行うものとする。
２　奨励金の交付を受けようとする回収業者は、南陽市集団資源回収業者奨励金交付申請書兼請求書兼実績報告書（様式第４号）を各支払期の翌月末までに市長に提出することにより、各支払期分の奨励金の交付申請及び実績報告を行うものとする。
　（奨励金の交付決定及び交付）
第11条　市長は、前条の書面を受理したときは、その内容を審査して交付の可否を決定し、適当と認めるときは、奨励金を交付するものとする。
２　奨励金は、口座振込により交付するものとする。
　（奨励金の取消し等）
第12条　市長は、前条の規定による交付の決定を受けた者又は奨励金の交付を受けた者が次の各号の一に該当すると認めるときは、奨励金の交付を取消し、又は既に交付した奨励金の返還を命ずることができる。

　（１）　この要綱の規定に違反したとき

　（２）　虚偽の申請その他不正の手段により奨励金の交付を受けようとし、又は受けたことが明らかとなったとき
　（集団資源回収推進懇談会）
第13条　集団資源回収をより一層推進拡大するために、集団資源回収推進懇談会を設置することができる。
　　　附　則
　この要綱は、平成８年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成１５年２月１０日告示第１２号）
　この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。
